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　児童虐待の早期発見・早期対応のため医療機関への教育研修や医療機関相互の連携強化が
必要な状況が続いていることから、引き続き、児童虐待対応の向上を図るため、 拠点病院を中
心として事業を継続する必要がある。

補助金の終期

　【補助対象経費】　事業に必要な報酬、給料、賃金、報償費、職員手当等、共済費、旅費、
需用費（消耗品費、食糧費、印刷製本費）、役務費（通信運搬費，広告料）、委託料、使用
料及び賃借料、備品購入費
　【補助基準額】　拠点病院１か所あたり、4,767,000円

令和10

終期を延長する
理由

交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

前年度

前年度補助事業
の主な実施概要

　令和７年度においては、拠点病院に児童虐待専門コーディネーターが配置され、医療機関から
の児童虐待対応に関する相談に応じたとともに、医療機関や関係機関相互の連携を強化するた
め、「児童虐待防止医療ネットワーク会議」が実施された。また、医療機関を対象とした「子ども虐
待対応セミナー」が実施された。

当該年度

       補助金調書

交　付　先

（公募の場合）
応募要件

（非公募の場合）
非公募の理由

「当該補助事業を行っている又は補助目的を達成し得る団体が限定されるもの」に該当
するため。

□　団体 民間学校法人 区分

こども未来局こども健やか部こども家庭課
（ＴＥＬ711-4238）

担当課
（連絡先）

補助金名 福岡市児童虐待防止医療ネットワーク事業補助金

（公募の場合）
公募時期

その他の補助金

交付先決定方法 　　□　非公募

4,818

1

交付対象経費及び
補助金の算定方法等

前々年度

補助開始年度

1

定額

年度

（間接補助の場合）
間接補助とする理由
及び再交付先への配

分基準、審査基準

 【間接補助の理由、再交付の配分基準・審査基準】

補助金の目的
及び

補助対象事業

延長回数 3

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではありま
せん。なお、当該年度は当初予算額を記載しております。また、前年度決算額について、補助額の確定が未了
のものは、交付件数および交付決定額を外数として（）書きで記載しております。

4,818

平成26 13年度 年度

4,818

1

経過年数

4,818

　 小児患者に対応する本市の中核的な医療機関（以下「拠点病院」という。）において，児童虐待対応の
ネットワークづくりや保健医療従事者の教育等を行うことにより、児童虐待対応の向上を図るため、①児童
虐待専門コーディネーターの配置や②児童虐待対応に関する相談への助言等、また③児童虐待対応向上
のための教育研修、④拠点病院における児童虐待対応体制の整備を行うもの。

回

補助金交付
による効果

　医療機関との連携が強化され、児童虐待の発生予防と児童虐待発生時の早期発見並びに早
期介入が可能となる。また、拠点病院が地域の医療機関からの虐待相談に対応することで、地
域の児童虐待対応力の向上が図られる。

前々々年度
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